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要旨
　日本各地で災害が相次いで発生している。被災地では、被災者が失った生活と地域を取り戻すため
の継続的支援も必要であり、社会福祉を担う人材育成に対する社会的要請は高い。しかし、災害対応
における社会福祉専門職の役割や機能に関する研究の蓄積は少なく、教育プログラムも十分とは言え
ない。そこで、本研究では、社会福祉専門職に半構造化面接を実施し、TEM（複線径路・等至性モデル）
の手法を用いて、災害支援の過程で発揮されたコンピテンシーについて考察した。その結果、災害に
おける社会福祉の役割として「主体性の回復」などエンパワメント支援の重要性が示唆された。今後
は、既存の社会福祉に関する教育内容と方法に加えて、被災地支援の実際を実践的に教授すること、
援助行動の言語化と身体化を促進するためのリフレクションを中心とした教育プログラムを開発する
こと、そして、コンピテンシーに基づく教育実践への転換を提言した。
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Abstract
　Natural disasters occur one after another in various areas of Japan. In disaster-affected areas, 
continuous support is necessary in order for disaster victims to take back the lives and communities 
they lost, and social demand is high for the training of personnel responsible for social welfare. 
However, there has been little research on the roles and functions of social work professionals 
in response to disasters, nor can it be said that educational programs are sufficient. Therefore, in 
this study, semi-structured interviews were conducted with social work professionals, then, using 
trajectory equifinality modeling (TEM), the competencies that were demonstrated in the disaster 
support processes were investigated. The results suggest the importance of the role of social 
welfare in supporting empowerment such as in “restoration of autonomy” during disasters. From 
here on, in addition to existing educational content and methods regarding social welfare, we advise 
practical instruction on the reality of support for disaster-affected areas, development of education 
programs that focus on reflection in order to encourage verbalization and embodiment of helping 
behavior, and conversion to the implementation of competency-based education. 
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Ⅰ．研究の背景と目的

　日本各地において大規模災害の発生が後を
絶たず、災害医療や災害看護と同様に被災者
の生活を包括的に支えるため社会福祉の果た
す役割は大きい。また、被災者が失った生活
や地域を自ら取り戻すための継続的支援も欠
かせない。そのため、そのような災害時の社
会福祉を担う人材の育成に対する社会的要請
は高く、災害という特殊な状況下で効果的な
支援を実現させるためには、ソーシャルワー
ク機能発揮の前提となる社会福祉専門職が持
つべき態度や価値、知識、技術、行動特性な
どのコンピテンシー注１）を育成できる新しい
教育プログラムの開発とそれに基づく教育実
践が喫緊の課題となっている。
　災害時支援における専門職のコンピテンシー
に関する先行研究としては、災害対応におけ
る看護職が果たす役割・機能と役割・機能を
果たすために必要な能力についての検討（岩
村、2014）１）や産業保健専門職の経験からと
らえた災害時に必要な産業保健専門職のコン
ピテンシーの分析（吉川ら、2021）２）など多
くの研究成果が蓄積されている。一方、社会
福祉分野における先行研究としては、コミュ
ニティ・ソーシャルワーカーに必要とされる
コンピテンシーについて考察した研究論文
（辻岡ら、2019）３）は確認できるもののそれ
以外は見当たらず、取り組みが促進されるべ
き研究課題となっている。そこで、本研究
では、複線径路・等至性モデル（Trajectory 
Equifinality Modeling：以下TEM）の手法に
よる質的記述的研究法を用いて、社会福祉専
門職による災害支援活動を客観的に記述し、
そのなかで発揮されたコンピテンシーについ
て検討することを目的とした。TEMは、人
間の経験を社会的・文化的な文脈との関係で
捉え、その多様な径路を記述するための方法
論的枠組みであり（安田ら、2012）４）、多様な
主体と関わりながら活動する社会福祉専門職

による災害支援のプロセスを描き、その中で
発揮されたコンピテンシーを検討するのに適
していると考えた。

Ⅱ　研究方法

１．研究協力者と調査期間
　災害被災地において災害直後から復興期注２）

まで継続した福祉的支援の活動経験があり、
かつ災害福祉に関する研修など教育実践の経
験を有する者に研究への協力を依頼した。

（調査時期：2022年９月）
２．調査方法
　インタビューガイドに基づいた半構造化面
接を行った。
３．分析データ
　調査対象者が所属する大学のプライバシー
が確保できる研究室等の個室を提供してもら
い、個別に半構造化面接を実施した。面接内
容は、被災地での活動や経験をふりかえるよ
うな形で、災害時における福祉的支援活動の
実際、被災者支援における社会福祉の役割・
機能、災害支援の効率をあげるための工夫や
実践、災害支援に携わる人材の育成、教育に
ついて質問していった。聞き取り内容は調査
対象者の許可を得て記録と録音し、内容は逐
語録に作成した。
４．倫理的配慮
　本研究は、「新潟青陵大学倫理審査委員会」の
審査を受け、承認を得て実施した（承認番号：
202202）。インタビュー調査対象者に、研究
目的、方法、得られたデータの匿名性等のプ
ライバシーの保持と厳重管理、研究参加の自
由意志等について、研究協力に対する心情的
拘束に十分配慮しながら書面と口頭で説明し、
研究協力の同意書に署名を得た。得られたデー
タは研究以外の目的に使用しないこと、途中
でも辞退可能であることを約束した。また、
分析結果の公表についての許可を得た。
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５．分析手順
①インタビュー内容の逐語録から、被災地で

の活動における経験・行動およびコンピテ
ンシーに関する語りのデータを抽出し、意
味的なまとまりごとのカードを作成した。

②カードにはその内容を簡潔に表す小見出し
をつけながら、横軸を時系列として配列し
た。

③類似した小見出しがついたカードには、小
見出しのカテゴリー化を複数回繰り返して
抽象度の高いラベル（概念）をつけ、TEM

　の概念である等至点、両極化された等至点、
分岐点、必須通過点、社会的方向づけ、社
会的助勢の設定を行った（表１）。

④各々のTEM図を作成した後、３名の調査
対象者に共通する概念、及び時期区分を抽
出し基本的枠組みのTEM図を作成すると
ともに、全体を統合したTEM図の作成を
行った（図１）。

⑤コンピテンシーに関するカテゴリーを統合
し、各時期区分のコンピテンシーとして明
確化した（表２）。

⑥TEM図を通して組織や体制、制度、人間
関係などの社会的要因としての社会的方向
づけあるいは社会的助勢、調査対象者の認
識や経験としての社会的方向づけあるいは
社会的助勢が、必須通過点・分岐点・等至
点にどのように作用しているのか、また必
須通過点・分岐点・等至点がどのような社会
的方向づけあるいは社会的助勢につながっ
ているのかを丹念に辿り、調査対象者と社
会的要因を関連づけながら災害支援プロセ
スとその中で発揮されたコンピテンシーを
分析した。

Ⅲ　結果

１．TEM図における各地点の焦点化と時期
区分の設定

　協力者が辿った径路は、職業アイデンティ
ティ注３）に基づいた災害直後の被災地に赴く
という行動から始まり、一般避難所での活動
の中で、避難状況によって生じる格差に気
づいた地点が１つ目の必須通過点（OPP－1）

表1　TEMの概念ツールと意味・本研究での適用
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となり、生活問題や人権問題注４）に直面する
が対応できずに専門職として無力感を抱いた
地点を１つ目の分岐点（BFP－1）として焦点
化した。そして、葛藤を経験しながらもチー
ムアプローチを促進したがニーズを包括的に
理解できなかった地点を２つ目の必須通過点
（OPP－2）とした。協力者がコミュニティを
意識し、活動の場を仮設住宅団地に移すきっ
かけとなったのは地域住民との出会いであり、

住民や外部支援者との人間関係・信頼関係の
形成であったことから、これを２つ目の分岐
点（BFP－2）として焦点化した。その後、
被災者や外部支援者注５）との信頼関係を築い
た地点が２つ目の必須通過点（OPP－2）と
なり、共感と参加を獲得しながら、相互理解
の促進を意図した対話とアイデアの交換を繰
り返すプロジェクトの協働実践などグループ
ダイナミクスを活用した地点を３つ目の分岐

図1　TEM図（活動プロセス　－EFPに至るまでの経験径路－）

表2　災害支援の各時期区分における社会福祉専門職のコンピテンシー
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点＜BFP－3＞とした。住民や外部支援者との
協働プロジェクトの醍醐味を体感でき、地域
住民の主体性を顕在化させた地点を等至点
（EFP）として焦点化した。一方、地域住民
が活動を担うことができない状態として両極
化した等至点が焦点化された。また、必須通
過点、分岐点、等至点に基づき、協力者の経
験の径路を３つの時期に区分した。
　焦点化の枠組みに沿って、必須通過点、分
岐点、等至点における行動や心情、認識等の
経験の在り様を追記し、径路において地域住
民の主体性を顕在化に抑制的影響を与えたと
考えられた事象を社会的方向づけ（SD）、促
進的影響を与えたと考えられる事象を社会的
助勢（SG）として位置づけた。さらに、３つ
の時期区分について、その時期を象徴的に表
す言葉を用いて、第１期：職業アイデンティ
ティに基づき被災地で活動するが、無力感に
苛まれる時期、第２期：葛藤を経験しながら
も夢中で活動を続けた時期、第３期：共感と
対話を基調としたプロジェクトを協働で実践
した時期と命名した。

２．協力者がEFPに至るまでの経験径路と
求められたコンピテンシー

１）第１期：職業アイデンティティにより被
災地で活動するが無力感に苛まれる時期

　研究協力者３名は皆、これまでのキャリア
（使命感や自負）やヒューマニズムなど＜SG
①：職業アイデンティティ＞に基づいて災害
直後の被災地に赴き支援活動を始めた。専門
性を考慮すれば、福祉避難所注６）での活動も
想定されるが、本研究においては、３名とも
一般避難所での活動を経験していた。その中
で物資不足、行政の機能不全、災害時要援護
者台帳の未整備、訪問系サービスの継続困難
など＜SD①：既存の社会サービス機能不全＞
という課題に直面し、＜BFP－1：避難状況に
よって生じる格差に気づく＞ことで、＜SG②：
BCPに関する情報・知識＞をもとにした【CP
①：被災地の社会福祉施設等に対する助言や

地域包括支援センターの後方支援を実践す
る】ことを通じて専門職としての役割を果た
そうとした。一方で、家族・親族間、被災者
同士の＜SD②：コンフリクト＞によりもた
らされる【CP②：災害時に起こりやすい生活
問題や人権問題に介入する】ことができずに
専門職としての＜OPP－1：無力感に苛まれる＞
経験から、マニュアルや記録の共有、頻回な
ミーティングや申し送りなど＜SG③：多専
門職連携＞によるチームアプローチを促進す
るようになった。

２）第２期：コミュニティを意識し、“ともに
　過ごす”関わりを続けた時期

　【CP③：チームアプローチによる一般避難
所から自宅や仮設住宅への移行支援を調整す
る】過程において、縦割り行政の弊害や支援
過多・支援の重複、役割の曖昧さ、価値・理
念・方法論の対立など＜SD③：職種間の障壁・
共通認識の不足＞が生じたことで、協力者は、
＜BFP－2：被災者のニーズを包括的に理解で
きない＞という葛藤を抱えながらも活動を継
続していく中で地域のキーパーソンとの出会い
をきっかけに、協力者は、福祉の職能団体注７）

による災害支援活動への参画を通じて被災者
の生活問題の解決に向けた相談援助やケアマ
ネジメントを行うという行動はとらず、活動
の場を仮設住宅団地に移し、【CP④：コミュ
ニティの一員として、住民の被災経験を傾聴
し、向き合う】＜SG④：伴走型支援＞を展開
したことで＜OPP－2：被災者や外部支援者と
の信頼関係を築く＞とともに、プロジェクト
を協働で企画した。

３）第３期：共感と対話を基調としたプロジェ
　クトを協働で実践した時期
　差別や偏見の顕在化やコミュニケーション、
意欲の欠如など＜SD④人間関係性の課題＞
に対し、助け合い精神、日ごろの付き合いな
ど＜SG⑤：ソーシャル・キャピタル＞を高め
るために、【CP⑤：住民や他の専門家との対
話やアイデアの交換を通じて協働で実践す
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る】など＜OPP－3：グループダイナミクスを
活用する】ことで相互理解を促進させた。ま
た、【CP⑥：プロジェクトの効率を可視化、分
析】し、【CP⑦：被災地外からの社会資源活
用に向けて調整、管理】することで＜BFP－3：
つなぎ目を増やし＞、プロジェクトの安定化
を図ることで＜BFP－4：住民が活動を担える＞
ようになり、仮設住宅団地において＜EFP：
地域住民の主体性が顕在化する＞状態に至っ
た。

Ⅳ　考察

　本研究では、災害被災地で活動した経験を
持つ社会福祉専門職３名への面接とTEMに
よる分析の結果、災害時における福祉的支援
の過程で発揮されたコンピテンシーを区分さ
れた３つの時期に沿って、明らかにすること
ができた。本研究において見出されたコンピ
テンシーは地域福祉の実践能力として必要な
ものであり、コミュニティ・ソーシャルワー
カー養成教育において共有されているものも
含まれるが、災害支援においてこれらのコン
ピテンシーが求められる理由について考察を
加え、コンピテンシーに基づいた災害福祉に
関する教育実践に取り組んでいくことの意義
を考えてみたい。
　結果を踏まえて考えれば、災害における社
会福祉の役割は、社会的孤立を予防し、ソー
シャル・キャピタル注８）を高めることであり、
そのためにエンパワメント概念をもとにした
支援を展開できる人材が求められている。東
日本大震災以降、社会福祉学分野では、「絆」
や「地域福祉力」などの言葉が代表するよう
にコミュニティへの関心が高まっている。な
ぜならば、コミュニティは被災者の復興に対
する実感である生活復興感と関係するからで
ある。生活復興感は「人とのつながり」が確
保されることで高まることはよく知られてい
るが、被災地の実際では、住まいを失った被

災者は避難所から仮設住宅、復興公営住宅へ
というように次々に移り住むことを強いられ、
そのたびにそれまでの人間関係が失われ、ま
たはじめから「人と人とのつながり」を再構
築しなければならない。そのつながりのなか
で、この人に出会えてよかったと思えるよう
な「出会い」があってはじめて理不尽な被災
という体験に意味を見出すことができるよう
になる。例えば、本研究の協力者のようなプ
ロフェッショナルの支援者に対しては本当の
気持ちを話せないが、非専門職のボランティ
アには気兼ねなく被災体験を語ることができ
るという被災者は多い。これは、プロフェッ
ショナルな支援者には、支援する側と支援さ
れる側という固定化された役割関係があるこ
とに被災者が気づいているからに他ならない。

「支援する－支援される」といった二項対立的
な関係性ではなく、本研究の協力者が専門職
としての無力感を抱いた後に伴走型支援に切
り替えたように、寄り添う姿勢やパートナー
シップが求められているということを意味し
ている。「一人の人として当たり前に」被災
者と向き合うことこそが、被災者支援におい
てもっとも大切にされなければならない価値
と倫理的態度なのだと考えられる。このよう
に被災者にとっての復興とは、人生の再構築
という意味合いを持っている。そのために、
コミュニティのあり方を問い直し、包摂力の
高いコミュニティへの再生に向けたエンパワ
メントの概念に基づいた支援が必要なのだと
理解できる。
　エンパワメントは権利回復の思想を基盤と
した概念であり、当事者の潜在能力や可能性
の啓発・強化と環境変化を含めた主体的な問
題解決を支援するエンパワメント・アプローチ
として確立されている。また、個人がエンパ
ワメントされることで、その個人が属するコ
ミュニティもエンパワメントされるという相
互作用があるされている。力の劣ったコミュ
ニティに対して外部から技能や知識を注入す
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ることで力を付与するという考え方ではなく、
社会的に排除されてきた人々を想定し、当事
者の潜在的な力（眠っている力や資源）を顕
在化させ、彼らが自ら意思決定し行為するこ
とが可能な主体へと変化していくプロセスで
あるとするコミュニティ・エンパワメントの
理論をもとに被災者、被災地のエンパワメン
トを考えれば、喪失により無力感に閉じ込め
られた状態やコミュニティに潜む差別や排除
により抑圧された状態からの解放と生活問題
解決に向けた「主体性の回復」が目指すべき
支援の方向性として見えてくる。
　「主体性の回復」は、とても高度な目標であ
り、その達成に向けた支援は戦略的でなけれ
ばならない。そのため、本研究で見出された
７つのコンピテンシーを効果的に発揮してい
たが、興味深いのは、それぞれのコンピテン
シーをどのような視点から発揮しようとして
いたかという点である。第１期では、専門職
としての使命感や役割意識を持ち、活動して
いたが、第２期の後半から第３期にかけては、
コミュニティの一員であり、ひとりの生活者
であるという側面を認識しながら活動してい
た。つまり、協力者は、場面に応じて専門職
としての自己を顕在化させたり、消失させた
りしながら各コンピテンシーを発揮しており、
他のコンピテンシーの効果を高める触媒のよ
うな役割を果たす包括的なコンピテンシーと
しての『「専門職としての自己」の着脱』（鈴木、
2022）５）を行っていたと考えられる。
　上述したように、本研究で見出された７つ
のコンピテンシーは、被災者、被災地コミュ
ニティ形成支援に不可欠なものであるが、既
存の社会福祉に関する教育内容と方法では十
分に育成することは難しい。なぜならば、災
害時の被災地における支援の実際を実践的に
教授することが重要であると考えられるから
である。さらに、各コンピテンシーの育成と
合わせて、『「専門職としての自己」の着脱』
のような包括的なコンピテンシーの育成とい

う観点を踏まえれば、援助行動の言語化と身
体化を促進させるためのリフレクションを中
心とした教育プログラムを開発すること（三
浦、2021）６）、そして、コンピテンシーに基づ
く教育実践への転換を図ることが必要となる
だろう。

Ⅴ　まとめと今後の課題

　本研究では、複線径路・等至性モデル（TEM）
による分析結果を踏まえた考察により、災害
福祉の方向性として「主体性の回復」という
支援の方向性を見出すことができた。また、
被災者、被災地コミュニティ形成支援に必要
なコンピテンシーを時期区分ごとに明らかに
できたとともに、各コンピテンシーの効果を
高める触媒のような役割を果たす包括的なコ
ンピテンシーを育成するため、リフレクショ
ンを中心とした教育プログラム、コンピテン
シーに基づく教育実践への転換を図るべきと
提言できた。
　今後の課題として、災害支援ソーシャルワー
カーのコンピテンシーモデルとして構造化を
図ること、さらに、教育に反映させるための
コンピテンシー尺度を開発していくことであ
る。そのために、災害時の福祉的活動の実際
に関する聞き取りを継続し、発揮されたコン
ピテンシーの構成要素（価値観、倫理的態度、
知識、技術）についてのさらなる精査を行っ
ていくこととする。
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